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市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報報道担当☎0940（36）1055まで

見
本

お知らせ

▽
均
等
割
額
＝
世
帯
の
所
得

に
応
じ
て
軽
減

▽
所
得
割
額
＝
被
保
険
者
の

所
得
に
応
じ
て
軽
減

＊
詳
細
は
、
通
知
書
に
同
封

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
確
認

を
　
災
害
や
失
業
な
ど
で
保
険

料
の
納
付
が
困
難
と
な
っ
た

場
合
は
、
保
険
料
が
減
免
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

　
保
険
料
は
、
平
成
27
年
中

の
所
得
金
額
と
同
28
年
４
月

１
日
時
点
の
世
帯
の
状
況
を

基
に
算
定
し
て
決
定
し
ま
す

（
図
参
照
）。

＊
４
月
１
日
以
降
に
75
歳
に

な
る
人
、
県
外
か
ら
の
転

入
者
ら
は
、
そ
の
時
点
を

基
準
に
し
て
い
ま
す

平
成
28
年
度
の

後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
が
決
定

　

平
成
27
年
中
の
所
得
が
確
定
し
た
こ
と
に
伴

い
、
同
28
年
度
の
保
険
料
が
決
ま
り
ま
し
た
。
７

月
中
旬
に
、
被
保
険
者
（
加
入
者
）
の
み
な
さ
ん

へ
「
平
成
28
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決

定
通
知
書
」
を
郵
送
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

国
保
医
療
課
後
期
高
齢
者
医
療
係

☎
（
36
）
１
３
４
８

【保険料の決まり方（計算方法）】

●保険料は、県内どの地域でも同じ基準で算定さ
れています
●保険料は、加入者一人一人にかかります。保険
料率（被保険者均等割額、所得割率）は、２年
ごとに見直されることとなっていて、平成28
年度に改定されています

●保険料は、年額57万円が上限です
●総所得金額等とは、前年中の ｢公的年金等収入
－公的年金等控除｣ ｢給与収入－給与所得控除｣
｢事業収入－必要経費｣ などの合計額で、各種
所得控除前の金額です。総所得金額等が33万
円以下の場合は、所得割額はかかりません

保
険
料
の
軽
減

保
険
料
の
決
ま
り
方

保
険
料
の
減
免
制
度

【70歳以上75歳未満の人の一部負担金割合】

現役並み
所得者以外

平成26年４月１日以前に
70歳になった人

（誕生日が昭和19年４月１日以前の人）
１割

平成26年４月２日以降に
70歳になった人

（誕生日が昭和19年４月２日以降の人）
２割

現役並み所得者（市県民税課税所得が145万円以上） ３割

●
対
象
　
次
の
①
～
③
全
て
に

該
当
す
る
世
帯
の
世
帯
主

①
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険

（
国
保
）
加
入
者
（
年
度
途

中
で
75
歳
に
到
達
す
る
人
を

除
く
）

②
世
帯
の
国
保
加
入
者
全
員
が

65
歳
以
上
75
歳
未
満

③
年
金
天
引
き
の
対
象
と
な
る

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上

で
、
介
護
保
険
料
と
国
保
税

を
合
わ
せ
て
年
金
額
の
２
分

の
１
を
超
え
な
い

国
民
健
康
保
険
税

特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）

の
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
発
送

【
平
成
28
年
度

国
保
税
額
決
定
通
知
書
】

●
対
象
　
４
・
６
月
支
給
分
の

年
金
か
ら
国
保
税
が
天
引
き

（
仮
徴
収
）
さ
れ
た
人

　
７
月
中
旬
に
「
平
成
28
年
度

国
民
健
康
保
険
税
額
決
定
通
知

書
」
を
送
付
し
ま
す
。
平
成
28

年
度
の
国
保
税
は
年
６
回
（
年

金
支
給
月
の
４
・
６
・
８
・

10
・
12
・
翌
年
２
月
）
の
年
金

天
引
き
に
な
り
ま
す
。

【
平
成
28
年
度

国
保
税
特
別
徴
収

開
始
通
知
書
】

●
対
象
　
10
月
か
ら
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）
が
開
始
さ

れ
る
人

＊
６
月
中
旬
に
「
平
成
28
年
度

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知

書
」
を
送
付
済

【
納
付
方
法
の

変
更
が
で
き
ま
す
】

　
国
保
医
療
課
（
本
館
１
階
６

番
窓
口
）
で
、
口
座
振
替
へ
の

変
更
手
続
が
で
き
ま
す
。

●
対
象
金
融
機
関
　
福
岡
銀

行
、
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行
、

福
岡
中
央
銀
行
、
北
九
州
銀

行
、
遠
賀
信
用
金
庫
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行

＊
年
金
天
引
き
の
停
止
は
２
カ

月
か
か
り
ま
す

●
持
参
品
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
、
国
民
健
康
保
険
証

■
問
い
合
わ
せ
先

　
国
保
医
療
課

　
国
民
健
康
保
険
係

☎
（
36
）
１
３
６
３

　市では、国民健康保険に加入している70～74歳の人へ、８月か
ら使用する「国民健康保険高齢受給者証」を郵送します。
　８月１日（月）以降に医療機関で受
診するときは、更新後の新しい「国
民健康保険高齢受給者証」と「国民
健康保険被保険者証」を提示してく
ださい。

●郵送時期　７月中旬
●対象　国民健康保険被保険者で、
昭和16年８月２日～同21年８月
１日に生まれた人
＊後期高齢者医療制度の適用を受け
ている人を除く

　現在使用している「国民健康保険
高齢受給者証」の有効期限は７月31
日（日）までです。

■問い合わせ先　国保医療課国民健康保険係　☎（36）1363

国民健康保険被保険者証と
一緒に医療機関の窓口に
提示してください

７月中旬に国民健康保険
高齢受給者証を郵送

医療費総額

医療給付費
被保険者
均等割額 所得割額

所得割率
総所得金額等
－33万円

（基礎控除額）
56,085 円

11.17％

支援金約４割
（現役世代の負担）

公費（税金）
約５割

国：県：市町村＝４：１：１

病
院
な
ど
に
支
払
う
自
己
負
担
額

約
１
割（
＊
１
）

　保険料は、被保険者全員が負担する「被保険者均等
割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得額
割」の合計になります。

（＊１）被保険者が負担する保険料

保
険
料

＋

＋＝

後期高齢者
医療保険
加入者

70〜74歳
国民健康保険
加入者


